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市役所の代表電話番号は　�０４２４－６４－１３１１です　お間違えのないようお願いします

�　

保
谷
都
市
計
画
お
よ
び
田
無
都

市
計
画
か
ら
西
東
京
都
市
計
画
へ

の
変
更
図
書
の
縦
覧
を
行
い
ま

す
。

▽
と
き　

４
月　

日
（
木
）
午
前

２２

８
時　

分
３０

▽
と
こ
ろ　

◎
緑
地
保
全
地
区
、

公
園
、
緑
地
…
公
園
緑
地
課
（
保

谷
庁
舎
３
階
）　

◎
下
水
道
、河
川

…
下
水
道
課（
保
谷
庁
舎
５
階
）　

◎
高
度
利
用
地
区
、第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
…
再
開
発
課
（
保
谷

駅
南
口
地
区
再
開
発
事
務
所
）　

◎
そ
の
他
…
都
市
計
画
課
（
保
谷

庁
舎
５
階
）

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2411

�　

傍
聴
希
望
の
方
は
事
前
に
担
当

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
子
ど
も
福
祉
審
議
会
（
子
育
て

支
援
課
・
内
線　

）
…
５
月
７
日

1521

（
金
）
午
後
0
時　

分
・
イ
ン
グ

30

ビ
ル
会
議
室
・
本
年
度
の
審
議
テ

ー
マ
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
傍
聴
５

人
都
市
計
画
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧

審
議
会
開
催
情
報

審
議
会
開
催
情
報

�　

厚
生
労
働
省
か
ら
の
通
知
に
よ

り
、
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の

月
額
が
、
４
月
分
か
ら
次
の
よ
う

に
変
更
に
な
り
ま
す
。

◎
特
別
障
害
者
手
当　

２
万
６
千

　

円
→
２
万
６
千　

円　

◎
障
害

６２０

５２０

児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当　

１
万
４
千　

円
→
１
万
４
千　

円

４８０

４３０

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４１

�　

難
病
者
福
祉
手
当
受
給
者
の
う

ち
、
本
年
３
月　

日
で
�都
 

医
療
券

３１

の
期
限
が
切
れ
る
方
（
人
工
透
析

を
必
要
と
す
る
腎
不
全
・
先
天
性

血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
）
に
現

況
届
の
用
紙
を
発
送
し
た
の
で
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
期
限　

５
月　

日
（
金
）

２１

▽
提
出
先　

障
害
福
祉
課
（
保
谷

保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
・
田
無

庁
舎
１
階
）

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４１

特
別
障
害
者
手
当

特
別
障
害
者
手
当

等
の
月
額
変
更

等
の
月
額
変
更

難
病
者
福
祉
手
当

難
病
者
福
祉
手
当

現
況
届
の
提
出
を

現
況
届
の
提
出
を

▽
と
き　

５
月　

日
（
水
）
午
後

１２

６
時　

分
３０

▽
と
こ
ろ　

け
や
き
小
学
校
講
堂

◆
社
会
教
育
課（
�保
 
�
内
線　

）　
２７１１

�　

介
護
者
の
疾
病
等
の
理
由
に
よ

り
、
精
神
障
害
を
持
つ
方
が
介
護

を
一
時
的
に
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
場
合
に
、施
設
に
短
期
入
所（
最

高
７
日
間
）
で
き
る
制
度
で
す
。

飲
食
物
費
相
当
の
費
用
が
か
か
り

ま
す
。

※
施
設
の
状
況
、
ご
本
人
の
状
態

に
よ
り
入
所
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４７

�
◎
通
院
医
療
費
公
費
負
担
制
度

　

精
神
疾
患
に
よ
り
病
院
や
診
療

所
に
通
院
す
る
際
に
か
か
る
医
療

費
の
自
己
負
担
分
を
公
費
で
負
担

す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
を
利

用
す
る
と
、
か
か
っ
た
医
療
費
の

　
�
が
医
療
保
険
と
公
費
で
賄
わ

９５れ
ま
す
。　

◎
小
児
精
神
医
療
費
助
成
制
度

　
　

歳
未
満
で
精
神
疾
患
の
た
め

１８
入
院
し
た
場
合
、
医
療
保
険
の
自

己
負
担
分
を
公
費
助
成
す
る
制
度

で
す
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４７

精
神
障
害
者
シ
ョ
ー

精
神
障
害
者
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
事
業
を

ト
ス
テ
イ
事
業
を

開

始

し

ま

す

開

始

し

ま

す

精
神
保
健
福
祉
法

精
神
保
健
福
祉
法

に
よ
る
医
療
費

に
よ
る
医
療
費

公
費
負
担
制
度

公
費
負
担
制
度

�　

フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ

ー
で
は
、
地

域
の
中
で
子
ど
も
を
預
け
た
い

方
）（
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
）、
子
ど

も
を
預
か
る
方
か
ら
な
る
会
員
同

士
の
相
互
援
助
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。　

フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
を
希

望
す
る
方
は
、
説
明
会
に
出
席
し

て
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
が
必
要

（
子
ど
も
同
伴
可
）。

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

５
月　

日
１５

（
土
）・
保
谷
東
分
庁
舎
会
議
室
、

　

日
（
水
）・
保
谷
柳
沢
児
童
館

19※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前　

時
１０

〜
正
午

▽
内
容　

フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
説
明

会
と
入
会
登
録

▽
入
会
登
録
に
必
要
な
も
の　

保

護
者
の
顔
写
真
（
縦
３
セ
ン
チ
㍍

×
横
２
・
５
セ
ン
チ
㍍
）
１
枚

▽
申
込　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局
（�
　

･
３８

４
１
２
１
）

◆
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（�
　

・
0
6
0
0
）

61

�　

本
年
６
月
の
市
議
会
定
例
会
に

提
案
予
定
の「
け
や
き
小
学
校
施
設

の
有
料
化
」に
関
す
る
利
用
者
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
説
明
会

ト
セ
ン
タ
ー
説
明
会

け
や
き
小
学
校
施
設

け
や
き
小
学
校
施
設

有

料

化

説

明

会

有

料

化

説

明

会

おお
知知
らら
せせ

◎
新
規
申
請
の
方

　

支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

両
庁
舎
１
階
子
育
て
支
援
課
で

新
規
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
所
得
の
範
囲
内
で
あ
っ
て

も
申
請
し
な
い
と
手
当
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
手
当
の
支
給
は
、

申
請
の
翌
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

所
得
・
扶
養
人
数
等
の
関
係
で

新
年
度
か
ら
該
当
に
な
る
方
は
、

毎
年
６
月
が
年
度
更
新
月
と
な

る
の
で
、
５
月
中
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
必
要
書
類
…
表
2
参
照

（
不
足
書
類
は
後
日
提
出
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
）

◎
現
在
受
給
中
の
方

　

現
況
届
を
（
６
月
上
旬
郵
送
予

定
）
送
り
ま
す
の
で
、
提
出
（
郵

送
可
能
）
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

さ
れ
な
い
と
手
当
の
支
給
が
停

止
さ
れ
ま
す
。

■
児
童
手
当

▽
支
給
要
件

①
対
象　

義
務
教
育
就
学
前
（
６

歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方

②
所
得
制
限　

平
成　

年
６
月

１６

分
の
支
給
か
ら
（
表
1
）（
平
成

　

年
度
所
得
制
限
額
表
・
平
成　

16

１5

年
中
の
所
得
お
よ
び
扶
養
人
数
）

の
と
お
り
で
す
。

▽
支
給
金
額　

第
１
子
・
第
２
子

…
月
額
５
千
円
、
第
３
子
…
月
額

　

１
万
円

●
法
改
正
の
予
定
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
の
法
改
正
案
が
現

在
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

改
正
法
案
成
立
後
、
申
請
等
に
つ

い
て
は
市
報
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

■
児
童
育
成
手
当

◎
育
成
手
当

①
対
象　

父
・
母
が
婚
姻
を
解

消
ま
た
は
、
同

様
の
状
態
（
父

ま
た
は
母
が
死

亡
・
重
度
の
障

害
・
生
死
不
明
・

１
年
以
上
遺
棄
・
婚
姻
に
よ
ら
な

い
で
懐
胎
（
認
知
し
た
父
の
扶
養

が
あ
る
場
合
を
除
く
））
に
あ
る

　

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年

１８度
の
末
日
以
前
の
児
童
を
扶
養

し
て
い
る
方　

※
受
給
者
が
事

実
婚
状
態
に
あ
る
場
合
等
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

②
所
得
制
限　

平
成　

年
６
月

１６

分
の
支
給
か
ら
（
表
1
）
を
適
用

し
ま
す
。（　

年
度
と
同
額
）

１５

③
支
給
金
額　

月
額
１
万
３
千

　

円
（
児
童
一
人
に
つ
き
）

５００◎
障
害
手
当

①
対
象　
「
愛
の
手
帳
」
１
〜
３

度
、「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
〜

２
級
程
度
ま
た
は
脳
性
麻
痺
、
進

行
性
筋
萎
縮
症
の
障
害
が
あ
る

　

歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

２０い
る
方

②
所
得
制
限　

平
成　

年
６
月

１６

分
の
支
給
か
ら
表
１
を
適
用
し

ま
す（　

年
度
と
同
様
）。

１５

③
支
給
金
額　

月
額
１
万
５
千

　

円
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

５００▽
申
請
に
必
要
な
書
類　

表
2

の
と
お
り

※
所
得
証
明
書　

平
成　

年
１

１６

月
２
日
以
降
の
転
入
者
は
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

年
１
月

１６

１
日
現
在
西
東
京
市
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
方
で
、所
得
閲
覧

欄
に
承
諾
い
た
だ
け
な
い
方
は

所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 �
内
線　

、
１５２５

�保
 
�
内
線　

）
２１４１

　

市
で
は
、
生
ご
み
等
の
減
量
化
を
図
る
た
め
、
生
ご
み

減
量
化
処
理
機
器
を
購
入
さ
れ
た
方
に
助
成
金
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　

生
ご
み
電
動
処
理
機
器
の
助
成
金
は
、1
世
帯
1
基
で
、

交
付
決
定
後
5
年
間
は
、助
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
・
Ｅ
Ｍ
容
器
等
は
1
世
帯
２

基
ま
で
助
成
し
ま
す
。

▽
申
請
方
法　

印
鑑
、
領
収
書
（
レ
シ
ー
ト
不
可
）、
銀
行

名
、
口
座
番
号
等
を
メ
モ
し
た
も
の
を
持
参
し
、
保
谷
庁

舎
１
階
ご
み
減
量
推
進
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
補
助
金
額　

購
入
価
格
の
２
分
の
１（
消
費
税
を
除
く
）

　

※
上
限
補
助
金
額　

4
万
円
（
4
月
1
日
か
ら
）

　
 
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ご
み
減
量
推
進
課
（
○保
 
�
内
線　

）
2222
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センターの
マスコット

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
（
加
害
者
）
の

行
為
に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
場
合
で
も
、
届

け
出
に
よ
り
老
人
保
健
で
治
療
を
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
の
場
合
、
市
が
医
療
費
を
一
時
立

替
え
て
支
払
い
、
後
日
加
害
者
に
費
用
を
請

求
し
ま
す
。

▽
届
け
出　

①
交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
警
察

に
届
け
出
て
、「
事
故
証
明
書
」
を
も
ら
い
ま

す
。　

②
老
人
保
健
で
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、
高
齢
福
祉
課
医
療
助
成

係
へ
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
の
申
請
書
が
必
要
と
な
り
ま
す

（
申
請
書
は
高
齢
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
）。

▽
届
け
出
に
必
要
な
も
の　

事
故
証
明
書
・
保
険
証
・
医
療
受
給
者
証
・

印
鑑

※
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
、
老
人
保
健
は
使
え
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
・
問
合
せ　

高
齢
福
祉
課
（
保
谷
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階
）

◆
高
齢
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３３６

表２　　　申請に必要なもの
児童育成
手 当

児 童
手 当

〇〇印鑑

〇戸籍謄本

〇〇16年度所得証明書

〇年金加入証明書または
健康保険者証の写し

〇〇金融機関口座番号

〇その他（調査書類等）

表１　　　　平成16年度所得制限額表
児童育成手当　 児 童 手 当　

扶 養
人 数 国民年金以外の年金

に加入している方
国民年金加入およ
び年金未加入の方

3,604,000円4,600,000円3,010,000円０人

3,984,000円4,980,000円3,390,000円１人

4,364,000円5,360,000円3,770,000円２人

4,744,000円5,740,000円4,150,000円３人

１人増すごとに38万円加算４人

　

教
育
委
員
会
の
教
育
委
員
と
し
て
、
竹
尾　

格
（
た
け
お　

い
た

る
）
さ

ん

が
、
３
月　

日
の
市
議
会
定
例
会
で
同
意
さ
れ
、
３
月　

日

２９

３１

付
け
で
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
平
成　

年
３
月　

日
〜
平
成

１６

３１

　

年
３
月　

日
で
す
。

２０

３０

◆
教
育
庶
務
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２６１３

教
育
委
員
が
就
任
し
ま
し
た

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
必
ず
届
け
出
を

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
必
ず
届
け
出
を

〜
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方
へ
〜

児童手当・児童児童手当・児童
育成手当の申請育成手当の申請
を忘れずにを忘れずに

　

台
風
や
集
中
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
備
え
、
水
防
訓
練
を

行
い
ま
す
。

　

台
風
等
に
よ
る
被
害
を
最
小

限
に
と
ど
め
る
た
め
に
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
日
ご
ろ
か
ら
の

心
構
え
と
準
備
が
重
要
で
す
。

こ
の
機
会
に
土
の
う
作
り
等
の

訓
練
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
と
き　

５
月
９
日
（
日
）
午

前
９
時　

分
〜
正
午

30

▽
と
こ
ろ　

千
駄
山
広
場

▽
内
容　

積
土
の
う
工
法
・
連

結
水
の
う
工
法
等

◆
防
災
課
（
○保
 
�
内
線　

）
２２３３


